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世
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鮒
第5期固定資産税

納期2月末日

ー
昭
和
40
年
度
予
算
編
成
ー

銘
”
闘
”
”
髄
器
”
”
髄
”
”
醜
”
”
器
髄
”
D
。
”
9
●
器
”
”
雛
8
且
器
”
閃
腿
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
”
鴨
”
”
器
鱈
●
．
”
餉
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8
闘
認
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認
”
”
胴
胴
輯
肥
鱈
器
胴
肥
”
・
・
”
器
認
鱒

近
く
市
長
査
定
へ

要
求
額
約
七
億
七
千
万
円

　
酬
和
四
十
年
度
の
予
算
編
成
は
現

在
市
財
政
課
で
調
整
中
で
あ
り
、
近

く
助
役
、
収
入
役
査
定
を
経
て
市
長

査
定
に
入
る
段
階
と
な
っ
て
お
り
ま

す
。

　
昨
年
は
当
市
主
要
産
契
織
物
が
百

億
と
云
わ
れ
、
急
速
な
る
発
農
を
見

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぞ

せ
ま
し
た
が
、
暮
以
来
不
況
の
波
が

押
し
よ
せ
加
え
て
国
の
施
策
に
よ
る

地
万
税
の
減
税
と
変
付
税
の
二
大
財

源
は
ま
だ
最
終
決
定
を
見
て
い
な
い

た
め
編
成
も
極
め
て
困
難
な
状
況
に

あ
り
ま
す
。

　
し
か
し
な
が
ら
予
算
編
成
の
基
本

方
針
と
し
て
ま
す
第
一
に
地
方
自
治

の
本
旨
に
健
全
財
政
の
堅
持
を
第
一

義
と
し
、
市
民
生
活
の
向
上
と
福
祉

の
増
進
を
重
点
施
策
と
し
て
地
域
の

後
進
性
脱
却
を
め
ざ
し
て
市
経
済
の

発
展
に
努
め
る
よ
う
特
に
意
を
用
い

て
お
り
ま
す
。
叉
国
道
の
補
助
金
並

び
に
資
金
導
入
を
積
極
的
に
講
じ
、

消
費
的
経
済
を
抑
制
し
極
力
投
資
的

経
費
に
振
り
向
け
る
よ
う
努
力
し
て

い
ま
9
。

　
唄
在
各
課
よ
り
提
出
さ
れ
た
予
算

要
求
額
は
約
九
億
五
千
万
円
で
こ
れ

に
対
し
て
市
で
才
ス
源
と
し
て
見
込

ま
れ
る
額
は
約
七
億
七
壬
万
円
で
あ

り
ま
す
の
で
、
お
よ
そ
一
億
八
千
万

円
万
足
を
生
じ
る
格
好
で
あ
り
ま
’

す
。
事
業
面
で
は
火
葬
場
建
設
事
業

一
を
始
め
公
営
住
宅
の
建
設
、
農
業
構

造
改
善
事
業
等
約
三
億
七
千
万
円
の

予
算
要
求
が
出
て
お
り
ま
す
が
、
こ

一
の
要
求
を
ど
の
程
度
予
算
化
さ
れ
る

㎜か
市
の
予
算
規
模
で
は
相
当
困
難
な

こ
と
が
予
想
さ
れ
ま
す
。
前
に
も
述

べ
ま
し
た
よ
う
に
予
算
編
成
の
困
難

な
理
田
と
し
て
第
一
に
国
の
施
策
に

よ
る
地
方
税
の
減
税
、
交
付
税
改
定

も
ま
だ
最
終
決
定
を
見
て
お
り
ま
せ

ん
、
見
通
し
と
し
て
は
今
ま
で
の
よ

う
な
伸
び
は
期
待
で
き
な
い
こ
と
は

事
実
の
よ
う
で
あ
り
ま
す
。
第
二
に

給
与
改
定
に
よ
る
義
務
的
経
費
の
増

え
る
こ
と
と
物
件
費
の
値
上
り
に
よ

る
経
常
費
の
増
な
ど
が
予
想
さ
れ
ま

す
。

　
以
上
全
般
に
つ
い
て
述
べ
ま
し
た

が
新
年
度
予
算
編
成
の
困
難
性
を
お

知
ら
せ
し
て
市
民
の
皆
様
の
ご
理
解

と
⊇
協
力
を
お
願
い
申
上
げ
ま
す
。

固
定
資
産
課
税
台
帳
を
ご
覧

　
　
下
さ
い

　
昭
和
四
十
年
度
の
固
定
資
産
課
税

倉
帳
を
次
に
よ
り
縦
覧
い
た
し
ま

す
。
昭
和
四
十
伍
度
の
固
定
資
産
の

価
格
は
昭
和
三
十
九
年
度
を
基
準
年

度
と
し
、
三
ヵ
年
（
三
十
九
年
、
四

十
年
、
四
十
一
年
）
そ
の
ま
＼
据
置

か
れ
て
あ
り
ま
す
か
ら
次
の
こ
と
を

お
含
み
の
上
縦
覧
を
お
願
い
し
ま
す

　
価
格
に
対
す
る
不
服
の
申
立
の
で

き
る
も
の
は
、
次
に
限
ら
れ
ま
す
。

1
、
昭
和
三
十
九
年
度
と
比
較
し
て

　
価
格
の
異
動
が
あ
る
場
合

イ
、
土
地
に
つ
い
て
は

　
売
買
等
に
よ
る
所
有
権
の
移
転
及

　
び
地
目
変
換
等
に
よ
る
価
格
の
増

　
減
が
あ
っ
た
場
合

ロ
、
家
屋
に
つ
い
て

　
新
増
改
築
取
壊
及
は
、
売
買
等
に

　
よ
る
所
有
権
の
移
転
及
び
価
格
の

　
増
減
が
あ
っ
た
場
合

2
、
価
格
等
に
対
す
る
不
服
の
申
立

期
間

　
従
覧
期
間
の
初
日
か
ら
そ
の
末
日

　
後
十
日
ま
で
の
間
と
さ
れ
て
お
り

　
こ
の
期
間
を
す
ぎ
る
と
審
査
の
申

　
立
が
成
立
い
た
し
ま
せ
ん
の
で
注

意
下
さ
い
。

3
、
縦
覧
の
期
間
及
び
場
所

　
と
き
　
三
月
一
日
か
ら
三
月
二
十

　
日
ま
で
（
日
曜
、
休
日
、
土
曜
日

　
の
午
後
を
除
く
、
午
前
九
時
～
午

後
四
時
ま
で
）

　
と
こ
ろ
　
十
日
町
市
役
所
本
庁

申
告
は
す
み
ま
し
た
か

　
　
　
　
　
〈
償
却
資
産
〉

◎
在
日
本
朝
公
民
の
祖
国
と
の
往
来

　
に
つ
い
て

◎
労
働
環
境
整
備
都
市
の
確
立
に
つ

　
い
て

◎
高
山
第
六
、
七
下
水
道
共
同
排
水

　
溝
の
改
修
に
つ
い
て

◎
長
里
橋
、
永
久
橋
か
け
か
え
に
つ

　
い
て

◎
美
佐
島
橋
か
け
か
え
に
つ
い
て

◎
桔
梗
原
工
場
団
地
に
つ
い
て

　
償
却
資
産
の
申
告
書
提
出
期
限
は

一
月
三
十
一
日
で
す
。
す
で
に
申
告

期
限
が
す
ぎ
て
い
ま
す
か
ら
ま
だ
申

告
さ
れ
て
い
な
い
方
は
至
急
申
告
し

て
下
さ
い
。

■
申
告
義
務
者
は

　
償
却
資
産
の
申
告
義
務
者
は
毎
年

一
月
一
日
現
在
に
お
い
て
次
に
か
＼

げ
る
償
却
資
産
を
所
有
し
て
い
る
人

　
（
法
人
、
個
人
）
は
償
却
資
産
所
在

”
の
市
町
村
長
に
対
し
て
申
告
の
義
務

を
負
い
ま
す
。

■
申
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

　
　
い
資
産
は

　
　
　
　
　
　
　
多

市
議
会
第
一
回
臨
時
会
は
去
る

二
、
三
日
の
二
日
間
開
か
れ
ま
し
た
。

　
一
日
目
の
二
日
は
肥
和
三
＋
八
年

度
決
算
審
査
に
つ
い
て
、
柳
特
別
委

昌
長
か
ら
報
告
が
あ
り
、
こ
れ
を
承

認
■
し
た
あ
と
条
例
改
正
二
件
を
可

決
、
請
願
六
件
を
採
択
し
て
議
案
の

審
議
に
入
り
ま
し
た
が
、
国
民
年
金

公
民
舘
関
係
条
例
を
総
務
財
政
委
員

会
に
付
託
し
て
、
一
日
目
の
日
程
を

終
り
ま
し
た
。

　
第
二
日
目
は
鉄
道
債
券
の
引
受
け

を
可
決
し
た
あ
と
、
条
例
改
正
二
件

を
総
務
財
政
委
員
会
に
付
託
し
、
昭

和
三
十
九
年
度
補
正
予
算
を
一
括
上

程
こ
れ
を
可
決
し
ま
し
た
。

な
お
諏
訪
町
市
道
拡
張
舗
装
、
赤
倉

分
校
整
備
の
請
願
は
そ
れ
ぞ
れ
建

設
、
文
教
厚
生
一
委
員
会
に
付
託
さ
れ

ま
し
た
。

　
　
　
議
案
処
理
結
果

◎
手
数
料
条
例
の
一
部
改
正

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
可
決

◎
市
営
住
宅
条
例
の
一
部
改
正

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
可
決

◎
市
衛
生
セ
ン
タ
ー
条
例

　
　
　
　
　
　
　
　
修
正
可
決

◎
鉄
道
債
券
の
引
受
　
　
　
可
決

◎
昭
和
三
十
九
年
度
一
般
会
計
補
正

予
算
　
　
　
　
　
　
可
決

◎
昭
和
三
十
九
年
度
国
保
特
別
会
計

　
補
正
予
算
1
5
号
ー
　
　
可
決

◎
昭
利
三
十
九
年
度
国
保
特
別
会
計

老

議
馳

■ 一
『

懸
墜

鰻

　
補
正
予
算
i
6
号
：
　
　
可
決

◎
昭
和
三
十
九
年
度
上
水
道
特
別
会

計
補
正
予
算
　
　
　
　
可
決

◎
昭
和
三
十
九
年
度
簡
易
水
道
特
別

　
会
計
補
正
予
算
　
　
　
　
可
決

◎
昭
和
三
十
九
年
度
と
畜
場
特
別
会

計
補
正
予
算
　
　
　
　
可
決

請
願
、
陳
惰
の
処
理
結
果

〔
採
択
さ
れ
た
も
の
〕

〔
不
採
択
に
な
っ
た
も
の
〕

◎
市
営
住
宅
家
賃
値
上
に
つ
い
て

〔
継
続
審
議
と
な
っ
た
も
の
〕

◎
高
山
踏
切
存
置
に
つ
い
て

　
十
日
町
市
議
会
第
二
回
臨
時
会
は

去
る
十
二
月
開
会
、
さ
き
の
臨
時
会

で
総
務
財
政
委
員
会
に
付
託
さ
れ
た

市
税
条
例
の
一
部
改
正
条
例
ほ
か
五

議
案
の
審
査
報
告
が
塩
川
委
員
長
代

理
か
ら
行
な
わ
れ
別
項
の
と
お
り
採

決
が
あ
り
ま
し
た
。
引
続
き
議
案
審

議
に
う
つ
り
寄
附
採
納
（
市
役
所
本

庁
舎
建
設
用
地
一
、
O
O
O
坪
）
昭

和
三
十
九
年
度
一
般
会
計
補
正
予
算

の
二
件
を
原
案
ど
お
り
可
決
し
た
の

ち
、
田
中
町
西
区
水
路
改
良
工
事
に

つ
い
て
の
陳
情
を
建
設
委
員
会
に
付

託
し
て
閉
会
。

議
案
、
請
願
処
理
結
果

◎
国
民
年
金
印
紙
購
買
基
金
の
設
置

　
管
理
及
び
処
分
に
っ
い
て
の
条
例

制
定
　
　
　
　
　
　
可
決

◎
市
公
民
舘
設
置
条
例
の
一
部
を
改

　
正
す
る
条
例
制
定
　
　
　
可
決

◎
市
公
民
舘
及
び
そ
の
他
の
社
会
教

　
育
施
設
の
使
用
条
例
の
一
部
を
改

　
正
す
る
条
例
制
定
　
　
　
否
決

◎
市
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条

例
制
定
　
　
　
　
　
可
決

◎
都
市
計
画
税
条
例
の
一
部
を
改
正

　
す
る
条
例
制
定
　
　
　
　
可
決

◎
高
山
踏
切
り
存
置
請
願

　
　
　
　
　
　
　
　
継
続
審
査

一
構
築
物
（
漿
池
、
煙
突
、
橋
、

軌
道
、
そ
の
他
土
地
に
定
着
す
る
土

木
設
備
を
い
い
ま
す
）
機
械
装
置

　
（
コ
ン
ベ
ヤ
ー
ホ
イ
ス
ト
、
起
重
機

な
ど
の
搬
送
設
備
を
含
み
ま
す
）
船

舶
、
車
輔
及
び
運
搬
具
（
自
動
車

税
、
軽
自
動
車
税
の
課
税
客
体
と
な

る
も
の
は
除
き
ま
す
）
工
具
器
具
備

品
（
測
定
工
具
、
切
削
工
具
、
扇
風

機
等
の
電
気
機
器
及
び
複
写
機
、
計

簿
等
の
霧
難
霧
用
の
机

講
霧
譲
ま
す
）
し
た

蟹
嚢
麟
賜
観
哉
線

形
減
価
償
却
資
産
は
申
告
の
対
象
か

ら
除
か
れ
ま
す
。
以
上
を
定
義
的
に

議
す
る
と
次
の
四
つ
の
要
件
を
満

た
し
、
償
却
資
産
と
さ
れ
て
い
る
も

の
で
す
。

　
①
無
形
減
価
償
却
資
産
を
除
く
②

自
動
車
税
の
課
税
対
象
で
あ
る
自
動

車
、
軽
自
動
車
税
の
課
税
対
象
で
あ

る
原
動
機
付
自
転
軍
、
小
型
特
殊
自

動
車
、
二
輪
の
小
型
自
動
恵
を
除
く

③
土
地
建
物
以
外
の
亭
業
の
用
に
供

す
る
こ
と
が
で
き
る
資
産
④
そ
の
減

一
価
償
却
額
又
は
減
価
償
却
費
が
法
人

税
法
又
は
所
得
税
法
の
規
定
に
よ
る

所
得
の
計
算
上
損
金
叉
は
必
．
要
な
経

費
に
算
入
さ
れ
る
。
　
（
こ
れ
に
類
す

る
資
産
で
法
八
税
叉
は
所
得
税
を
課

さ
れ
な
い
も
の
が
所
有
す
る
も
の
を

含
む
）
も
の
で
あ
る
こ
と
。

嘔
増
加
償
却
等
を
行
つ
て
い

　
る
資
産
は

　
短
縮
耐
用
年
数
を
適
用
さ
れ
て
い

る
資
産
（
増
加
償
却
）
を
行
っ
て
い

る
資
産
、
特
別
償
却
に
よ
り
課
税
標

準
の
特
例
の
適
用
を
受
け
た
資
産
、

災
害
や
そ
の
他
の
事
故
に
よ
り
資
産

が
損
傷
を
受
け
た
場
合
等
に
は
、
備

㎜
蟻
獲
肥
霧
記
騨
菱
羅

　
（
証
明
書
の
写
）
を
添
付
し
て
下
さ

い
。圏

申
告
用
紙

　
市
役
所
税
務
課
に
あ
り
ま
す
。
税

務
課
で
は
償
却
資
産
の
所
有
者
に
昨

菅
沼
神
楽
が

東
京
で
公
演

菅
沼
部
落
に
む
か
し
か
ら
伝
え
ら

年
十
二
月
二
十
四
日
付
で
申
告
用
紙

を
お
と
ど
け
し
て
あ
り
ま
す
が
、
そ

ロ
・
れ
以
外
の
方
で
前
述
の
資
産
を
所
有

さ
れ
る
万
は
、
至
急
申
告
を
済
ま
せ

て
下
さ
い
。

原
動
機
付
自
転
車
と

　
　
　
　
　
耕
運
機
の
取
扱
い

　
原
動
機
付
自
転
車
（
第
一
種
5
0
C

C
以
下
、
第
二
種
（
A
）
51
C
C
～
9
0

C
C
・
第
二
種
（
B
）
91
C
C
～
1
2

5
C
C
）
及
び
耕
運
機
は
年
女
増
加

の
一
途
を
た
ど
っ
て
お
り
ま
す
が
、

｛
期
日
ま
で
に
申
告
下
さ
い
ま
す
よ
う

お
願
い
い
た
し
ま
す
。

●
納
税
申
告
及
び
月
割
課
税

贈
与
税
の
申
告
は

1
3
月
1
日
ま
で
ー

　
昭
和
三
十
九
年
中
に
他
の
人
か
ら

四
十
万
円
を
こ
え
る
価
格
の
財
産
の
－

贈
与
を
受
け
た
人
や
、
同
じ
人
か
ら
、

三
年
以
内
に
贈
与
を
受
け
た
財
産
で

一
年
二
十
万
円
を
こ
え
る
人
は
二
月

末
日
（
本
年
二
月
末
日
が
日
曜
の
た
，

め
三
月
一
日
）
ま
で
に
税
務
署
へ
申

告
し
納
税
し
て
い
た
だ
く
こ
と
に
な

り
ま
す
。

　
昭
和
三
十
九
年
四
月
の
改
正
で
農

地
等
を
推
定
相
続
人
の
一
人
（
＝
十

才
以
上
）
に
贈
与
し
た
場
合
贈
与
税

の
税
金
は
一
応
計
算
さ
れ
ま
す
が
、

こ
の
税
金
は
将
来
相
続
の
と
き
に
そ

の
農
地
等
を
相
続
財
産
に
含
め
て
相

続
税
と
清
算
　
（
相
続
税
の
か
＼
ら

な
い
場
合
は
贈
与
税
も
納
め
な
く
て
、

よ
い
）
す
る
特
例
を
受
け
よ
う
と
す

る
人
も
二
月
末
日
（
本
年
二
月
末
日

が
日
曜
の
た
め
三
月
一
日
）
ま
で
に

申
告
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
こ

の
特
例
に
つ
い
て
の
く
わ
し
い
こ
と

は
税
務
署
（
電
三
、
一
八
一
）
所
得

資
産
係
へ
お
尋
ね
下
さ
い
．

　
原
動
機
付
自
転
車
、
耕
運
機
を
所

有
し
た
場
合
に
は
、
十
五
日
以
内
に

市
長
に
対
し
て
申
告
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
こ
と
に
な
っ
て
お
り
ま
す
の

で
、
こ
れ
ら
の
事
由
が
生
じ
た
場
合

に
は
忘
れ
す
に
申
告
し
て
下
さ
い
。

な
お
、
こ
の
申
告
書
が
提
出
さ
れ
ま

す
と
標
識
を
変
付
し
、
そ
の
申
告
の

翌
月
か
ら
月
割
で
軽
自
動
盛
税
が
課

税
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

●
廃
車
申
告
及
び
還
付

　
原
動
機
付
自
転
車
、
耕
運
機
を
廃

車
し
た
場
合
は
三
十
日
以
内
に
市
長

に
対
し
て
申
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
こ
と
に
な
っ
て
お
り
、
こ
の
申
告

書
に
既
に
交
付
し
た
標
識
を
添
え
提

出
さ
れ
ま
す
と
、
そ
の
申
告
さ
れ
た

月
ま
で
月
割
で
課
税
さ
れ
、
そ
れ
以

後
の
軽
自
動
車
税
は
月
罰
で
還
付
さ

れ
ま
す
。

●
変
更
申
告

　
申
告
後
下
記
の
事
由
に
よ
っ
て
変

更
が
生
じ
た
場
合
は
、
十
五
日
以
内

に
市
長
に
対
し
て
申
告
し
な
け
れ
ぱ

な
ら
な
い
こ
と
に
な
っ
て
お
り
ま

れ
て
い
る
神
楽
が
、
来
る
三
月
五
、

六
、
七
の
三
日
間
、
東
京
の
立
正
佼

成
会
大
聖
堂
で
、
．
公
演
す
る
こ
と
に

な
り
ま
し
た
。

　
菅
沼
神
楽
は
、
赤
倉
神
楽
と
と
も

　
　
　
　
轡

　
　
　
　
　
　
に
、
二
、
百
年
以
上

　
　
　
　
　
　
の
伝
統
を
も
つ
郷

　
　
　
　
　
　
土
芸
能
と
し
て
知

　
　
　
　
　
　
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
関
芳
さ
ん
の
お

　
　
　
　
　
　
骨
折
0
で
、
衣
裳

　
　
　
　
　
　
も
ま
揃
ら
し
い
も

　
　
　
　
　
　
の
に
な
り
、
神
楽

　
　
　
　
　
　
連
中
十
六
名
は
、

　
　
　
　
　
　
毎
日
猛
練
習
を
つ

　
　
　
　
　
　
づ
け
て
い
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
去
る
五
日
、
市

　
　
　
　
　
　
民
体
育
舘
で
、
初

　
　
　
　
　
　
の
公
開
練
習
を
行

　
　
　
　
　
　
な
い
ま
し
た
。

1
－
l
l
濤
弓
－

帽
す
。●

車
体
変
更
の
場
合

　
車
を
更
新
し
た
場
合
（
A
車
の
所

有
者
が
A
車
を
廃
車
し
、
B
車
を
所

有
し
た
場
合
）
で
あ
り
ま
す
。
こ
の

場
合
A
車
と
B
車
の
総
排
気
量
が
同

じ
で
あ
る
場
合
は
車
名
、
事
体
番
号

等
を
申
告
し
、
既
に
交
付
し
た
A
車

の
標
識
は
返
納
す
る
必
要
は
な
く
、

A
車
の
標
識
を
そ
の
ま
＼
使
用
す
る

こ
と
と
な
り
ま
す
。

　
叉
A
車
と
異
っ
た
総
排
気
量
の
車

B
を
取
得
し
た
場
合
は
、
標
識
の
地

ロ

｝
色
が
異
な
る
こ
と
と
な
る
の
で
申
告

㎜
の
と
き
髪
付
し
た
攣
返
納

等
い
た
だ
導
標
識
塞
付
す
る

一
こ
と
と
な
り
ま
す
。

り

一
●
名
義
人
変
更

一
　
所
有
者
A
が
有
し
て
い
た
車
を
、

所
有
者
B
に
移
転
し
た
場
合
で
あ
り

旧
所
有
者
、
新
所
有
者
連
名
で
申
告

｝す
る
こ
と
と
な
り
ま
す
。
こ
の
場
合

車
体
自
体
に
変
動
が
な
い
た
め
既
に

指
定
さ
れ
た
標
識
を
そ
の
ま
ま
使
用

す
る
こ
と
と
な
り
ま
す
。
　
（
旧
標
識

を
添
え
申
告
す
る
必
要
は
な
い
）

一
●
標
識
再
交
付
の
場
合

一　
既
に
交
付
さ
れ
た
標
識
を
紛
失

し
、
あ
る
い
は
殿
損
し
た
た
め
に
使

．
用
に
耐
え
な
く
な
っ
た
場
合
に
、
本

人
の
申
告
に
よ
り
新
標
識
を
交
付
す

る
。
こ
の
場
合
弁
償
金
と
し
て
二
〇

〇
円
を
必
要
と
致
し
ま
す
の
で
二
〇

〇
円
を
添
え
申
告
し
て
下
さ
い
。

一一撒脇一一協陥協劣うる％竹一一隅陥一聯陥う傷う弱慨％陥つ仏う％～つ傷う弘つ竹つうつう仏うう仏る竹仏うう仏仏う竹うつう傷～つつ傷うう胤躬仏うつう仏うう仏つヴ

　
　
　
雪
ま
つ
り
の
こ
と

　
恒
例
の
雪
ま
つ
り
が
、
小
雪
の
た
め
中
止
に
な
り
ま
し
史
。
来
年
か

　
ら
は
、
大
雪
の
と
き
と
、
雪
の
な
い
と
き
，
の
二
本
建
て
で
、
雪
ま
つ

　
り
の
行
事
を
計
画
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

4
“
“
“
S
“
“
“
“
“
§
“
S
“
“
“
“
“
“
§
S
8
“
舜
●
卍
騒
“
§
S
“
“
醍
“
S
“
S
評
“
“
礎
祀
§
§
“
き

　
　
鯉
料
理
講
習
会

と
　
き
　
　
二
月
二
十
五
日
午
後
一
時

と
こ
ろ
　
　
十
日
町
市
中
央
公
民
舘

主
　
催
　
　
十
日
町
市
め
ぱ
え
会

会
費
　
一
五
〇
円
位
い

希
望
者
は
二
十
日
ご
ろ
ま
で
に
婦
八
会
西
郷
さ
ん
あ
て
叉
は
中
央
公

民
舘
へ
申
し
込
ん
で
下
さ
い
。

　
　
警
備
員
募
集

一
、
採
用
予
定
人
員
　
　
男
子
一
人

二
、
応
募
資
格

　
－
年
令
二
＋
才
以
上
六
十
才
末
満
の
者
で
旧
十
日
町
、
川
治
平
場

　
　
大
井
田
、
新
座
地
内
に
居
住
し
て
い
る
者

2
身
体
強
健
の
者

三
、
採
用
条
件

－
身
分
市
嘱
託

　
2
任
務
市
役
所
庁
舎
内
外
の
見
廻
り
警
備

二陽呆7肢
3
勤
務
時
間

　
隔
日
勤
務
で
平
日
は
午
後
七
時
か
ら
、
翌

　
日
午
前
七
時
三
＋
分
ま
で

　
土
曜
日
は
午
後
五
時
か
ら
翌
日
午
前
八
時

　
三
十
分
ま
で

4
賃
金
　
月
八
千
円
位
（
平
日
五
百
円
）
四

　
月
一
日
か
ら
月
八
千
五
百
円
位
（
平
日
五

　
百
五
十
円
）
の
見
込

四
、
採
用
期
日

　
　
三
月
一
日
か
ら
の
予
定

五
、
応
募
手
続

　
申
込
書
に
身
上
調
書
、
履
歴
書
を
添
え
て
、
十
日
町
市
役
所
市
長

　
室
職
員
係
へ
申
込
み
下
さ
い
。

　
　
　
　
　
（
申
込
用
紙
は
市
役
所
市
長
室
に
あ
り
ま
す
）

　
　
公
売
公
告

十
日
町
市
立
中
条
小
学
校
旧
校
舎
を
左
記
の
と
お
り
公
売
い
た
し
ま

す
か
ら
買
受
希
望
者
は
売
払
物
件
明
細
書
及
び
契
約
書
案
を
参
照
七

現
物
熟
覧
の
う
え
入
札
し
て
下
さ
い
。

　
　
　
　
　
　
記

－
現
地
案
内
の
日
時

　
昭
和
四
十
年
二
月
二
十
四
日
午
前
十
時
か
ら
十
時
三
十
分
ま
で

2
入
札
の
日
時
及
び
場
所

　
昭
和
四
十
年
二
月
二
十
四
日
午
前
十
一
時
よ
り
中
条
小
学
校
に
お

い
て

3
売
払
物
件
の
所
在
地
及
び
建
物
の
明
細

　
十
日
町
市
大
字
中
条
甲
一
、
二
四
二
番
地

　
木
造
亜
鉛
メ
ッ
キ
鋼
板
葦
二
階
建
一
棟

　
面
積
　
一
階
　
一
〇
七
・
五
坪
　
二
階

4
入
札
保
証
金

一
〇
七
・
五
坪

　
各
自
見
積
額
の
百
分
の
五
以
上
現
金
と
す
る
。

5
そ
の
他
詳
細
に
つ
い
は
市
役
所
財
政
課
に
照
会
し
て
下
さ
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
十
日
町
市
役
所
　
電
話
三
一
一
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告
示
第
二
号

地
方
自
治
法
第
二
四
四
条
第
一
項
の
規
定
に
基
く

「
十
日
町
市
財
政
事
情
の
作
成
及
び
公
表
に
関
す

る
条
例
」
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
昭
和
三
十
九

年
七
月
一
日
よ
り
同
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
の

間
に
お
け
る
本
市
の
財
政
事
情
を
公
表
し
ま
す
。

　
昭
和
四
十
年
二
月
一
日

　
　
　
＋
日
町
市
長
村
山
謙
吉

市有財産の状況
額

不円

金面　　　積

i7，26互，4豊

　　　87，402

別種

地土

物

　　　　　　　　　　　　　　税

　　　　　　　　　　　　254，332

　　　　　　　　　　　　　　　331

建

5，473金預

一時借入金の状況

九
一
、
一
〇
〇
千
円

残
　
　
　
額

六
〇
、
○
O
O
千
円

返
済
累
計
額

一
五
一
、
一
〇
〇
千
円

借
入
累
計
額

一般会計予算総額汗円）

繰越金33，6004％

譲観

繰一入金

寄附金
財産収入
県支出金
分担金、負担金

使用科、手数料

考地方交付税

　　158，341

　　　2互％

、書、×

80，700

ツ国庫支出金

　　139，888

＼　　　18！

52．6

17．0

㌦二る．㌻～

　　　　　～’　　　　，鵠う　　鵠つρ　，るρρ～9

黒
沢
の
梵
字
碑

県
下
で
も
貴
重
な
資
料

～㌻～

25．9

1。4

0．4

2．7

と蹟
ギ

史
夏

　
　
化

　
　
之

（千円）特別会計

比率予算額名計会

97，717国民健康保険

31．562所療診

48．098道水上

2．690水道簡易

787場畜と

5．003質屋公益

100185，857計

⑥

オ出性質別分析表、 卜円）

一般会計予算総額（千円）

投資的事業費

　Z287，052

＼　3‘37％

　　　その他　23．499　3％

貸付金21，0003％

公f便ゴ？　21。424　 3％

子．算総額

766．160

総
　9％

～物　件　費

　　129，970

L　　　17％
人　件　費

170，359

　　22％

　
水
沢
の
大
黒
沢
と
小
黒
沢
の
な
か

…
㎜
ほ
ど
、
黒
沢
分
校
の
裏
手
に
、
石
仏

”
…
と
い
う
地
名
が
あ
り
ま
す
。

”
”
こ
＼
の
田
ん
ぼ
の
ア
ゼ
か
ら
、
梵

㎜
叢
蓉
噛
鷲
源

…
…
高
い
塚
に
な
っ
て
い
て
、
そ
の
上
に

…
｝
碑
が
た
っ
て
い
た
の
だ
そ
う
で
す
が

…
…
襲
す
蓬
つ
れ
て
、
塚
は
け

㎜
湧
れ
、
高
さ
八
＋
六
琶
自
然
石

協
の
碑
は
、
半
分
土
に
埋
ま
っ
て
い
ま

…
㎜
し
た
．

固定資産税

　112，730
、“％

子
一
体
、
計
二
体
分
の
人
骨
が
収
ま

っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
．

　
こ
の
よ
う
に
、
年
号
の
あ
る
碑
と

同
時
代
の
蔵
骨
器
が
一
緒
に
発
見
さ

れ
た
の
は
、
本
県
で
は
は
じ
め
て
の

こ
と
で
あ
り
、
大
へ
ん
貴
重
な
資
料

だ
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

　
正
平
八
年
と
い
う
の
は
、
今
か
ら

六
百
十
二
年
ま
え
で
す
。

　
当
時
は
、
南
北
朝
時
代
と
よ
ぱ
れ

朝
廷
が
南
朝
と
北
朝
に
分
れ
、
南
朝

に
は
楠
木
正
成
や
新
田
義
貞
が
、
北

朝
に
は
足
利
尊
氏
が
つ
い
て
、
約
五

十
年
間
、
天
下
が
二
つ
に
分
れ
て
争

っ
た
、
日
本
歴
史
の
な
か
で
も
、
も

っ
と
も
不
幸
な
時
代
で
し
た
。

　さ

い
ご
は
北
朝
が
天
下
を
統
心
し

ま
し
た
が
、
そ
の
閥
年
号
も
南
期
と

北
朝
は
別
女
の
も
の
を
使
い
、
正
平

と
い
う
の
は
南
朝
の
年
号
で
す
。

　
そ
の
頃
の
妻
有
地
方
は
、
新
田
義

鴨
晒
費
費
費
費
費
金
費

　
　
　
　
ロ
　
　
　
　
コ
　

会
働
工
筋
郵
貢
昌
藷

　
　
　
5
割
｛
支
ー

議
労
商
消
災
公
諸
予

教　育　費

　　　156，983

＿　　　　76％

30，576

17％

響
オ出総額

　766，160

衛生資
ん108，894

　　　50％

総務費
115，250

54％

民生費

，16，734

54％

軽自動車税
木材取引税
都市計画税
1日法による孝兇

　　　　　　．8639
　　　　電気　’
　　　　・ガス税　3％

　　　　　15，005

　　　　　　6％
たはfこ消費税

　24．560

　　　10％
　　　　　　　総　　額

　　　　　　　　254，332

市民税　　　　　　－
93，398

　　　　　　37％

（千円）男的目

市税分析表（千円）

十曇口会般一

その他

27・304　　　　　　「
　　　9％
　　　　　　　　　　　　教　育　費

　　　　　　　　　　　　　　　　　115，616

　　系．徐　　　額

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　38％

　　　　300，015

水　這　費

五
五
六
、
九
八
九
千
円
（
執
行
率
7
3
％
）

支
出
　
済
額

五
二
五
、
七
五
八
千
円
（
収
入
率
69
％
）

収
入
済
額

七
六
六
、
一
六
〇
千
円

十
二
月
末
予
算

六
五
八
、
二
六
〇
千
円

当
　
初
　
予
算

市民負担状況

111．10437％

5，102円税1人当り

保険料1人当り

　　　　　1，780円

，γ鴇σ

7

一
．
匙

演
，
．
』

コ
　
．
襲
蛮

　
　
　
正
季
ひ
ヰ
八
月

　
　
　
　
許
，
十
ヒ
卿

セ
y
》
凱
い
㍑
鎗
翻
齢

し

借入先型」型

大　蔵　省

　242，069

　81％

馨
額々公・

舵」・

300，015

皿
…
　
二
年
ほ
ど
前
、
立
教
大
学
の
中
川
貞
の
一
族
、
大
井
田
氏
や
羽
川
氏
、

…
…
助
教
授
の
調
査
に
よ
っ
て
、
碑
面
に
鳥
山
氏
な
ど
の
本
拠
に
な
っ
て
い
ま

”
…
き
ざ
ま
れ
て
い
る
の
は
、
弥
陀
（
キ
し
た
。

…
…
リ
ク
）
観
音
（
サ
）
勢
至
（
サ
ク
）
　
　
正
平
七
、
八
年
頃
は
、
妻
有
の
南

協
の
三
尊
の
梵
字
だ
け
で
な
く
、
そ
の
朝
勢
の
活
躍
が
、
も
っ
と
も
華
々
し

…
㎜
下
に
、
か
す
か
に
（
正
平
八
年
八
月
い
時
期
で
し
た
。

…
㎜
十
七
日
、
施
主
敬
自
」
と
い
う
文
字
　
　
正
平
七
年
二
月
、
征
東
大
将
軍
、

…
㎜
が
判
読
さ
れ
ま
し
た
。
　
　
　
　
　
宗
良
親
王
を
い
た
だ
い
た
新
田
義
宗

陥
　
そ
の
う
え
、
碑
の
下
か
ら
火
葬
に
は
、
魚
沼
の
一
族
を
ひ
き
え
て
足
利

川
川
し
た
人
骨
が
い
っ
ぱ
い
つ
ま
っ
て
い

…
㎜
る
蔵
骨
器
も
発
見
さ
れ
、
．
大
変
話
題

”
…
に
な
り
ま
し
た
。

皿
㎜
馨
器
は
、
高
さ
三
＋
弓
全
面

㎜
…
に
た
た
き
紋
を
つ
け
た
須
恵
器
（
す

…
…
え
き
）
系
統
の
壷
で
、
肩
の
さ
が
り

…
川
具
合
や
、
口
縁
部
の
形
な
ど
か
ら
み

㎜
…
て
、
碑
と
同
じ
頃
の
南
北
朝
時
代
の

…
…
も
の
だ
と
い
わ
れ
ま
す
。
な
か
に
入

…
…
っ
て
い
た
人
骨
は
、
新
潟
大
学
の
小

…
…
片
教
授
の
鑑
定
に
よ
る
と
、
中
年
す

｝
…
ぎ
の
屈
強
な
男
子
一
体
、
壮
年
の
男

氏
を
攻
め
、
一
時
は
鎌
倉
を
陥
し
い

れ
た
り
、
妻
有
の
軍
勢
七
千
余
騎
が

越
中
ま
で
進
出
し
ま
し
た
。

　
一
方
、
越
後
に
お
い
て
も
、
魚
沼

の
南
朝
勢
は
、
宗
良
親
王
を
迎
え
て

気
勢
を
あ
げ
、
中
越
地
方
に
ま
で
兵

を
進
め
、
長
岡
の
蔵
王
堂
城
を
占
領

す
る
な
ど
、
め
ざ
ま
し
い
奮
斗
を
つ

づ
け
た
時
代
で
す
。

　
中
川
助
教
授
に
よ
れ
ば
、
こ
の
碑

は
、
正
平
七
年
八
月
、
蔵
王
堂
城

の
戦
い
で
戦
死
し
た
土
豪
の
一
周
忌

に
た
て
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
土
豪

と
い
う
の
は
、
こ
の
あ
た
り
を
支
配

し
て
い
た
羽
川
氏
に
ゆ
か
り
の
武
将

で
あ
ろ
う
と
推
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
こ
の
地
方
に
は
、
こ
の
ほ
か
に
南

朝
の
年
号
の
あ
る
梵
字
碑
が
三
つ
発

見
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
川
西
町
千
手
の
友
重
に
は
、
正
平

二
年
の
碑
が
、
坪
山
に
は
、
正
平
八

年
八
月
十
八
日
で
、
黒
沢
の
と
一
日

違
い
の
碑
が
あ
り
、
同
じ
く
川
西
町

仁
田
に
は
正
平
十
四
年
九
月
下
旬
の

梵
字
碑
が
あ
り
ま
す
。

　
こ
れ
ら
の
梵
字
碑
の
存
在
は
、
南

北
朝
時
代
に
、
川
西
町
か
ら
市
内
に

か
け
で
の
一
帯
が
、
南
朝
の
勢
力
下

に
あ
っ
た
こ
と
を
証
明
す
る
何
よ
り

も
有
力
な
資
料
で
す
。

　
六
百
余
年
の
風
雪
に
す
り
へ
ら
さ

れ
た
碑
面
の
文
宇
は
、
ほ
と
ん
ど
読

み
と
れ
な
い
ほ
ど
す
り
へ
っ
て
い
ま

す
。
し
か
し
、
苔
む
し
た
自
然
石
の

石
面
を
み
つ
め
て
い
る
と
、
南
朝
の

．
た
め
に
つ
く
し
て
非
命
に
麗
れ
た
人

び
と
の
雄
叫
び
が
、
石
の
な
か
か
ら

よ
み
が
え
っ
て
く
る
よ
う
な
気
が
し

ま
す
。

【
凸
版
は
正
平
年
号
の
き
ざ
ま
れ
た

梵
字
碑
、
写
真
は
蔵
骨
器
】

そうく
㎜

　
　
　
騙

な
㎜

雪
の
た
め
に

冬の交通事故を凌
　　　　　㌔一㌔w　　　　　＿　＿　　　　　　　　　　　　　1

道
路
が
せ
ま
く

な
っ
て
い
ま
す

ドロドリ　リドリ　　ロ　リロリマヘリロロド　　りりり　　りじ　ロロ　ロドロ
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確
定
申
告
書
の
提
出
は

◎
必
ず
「
提
出
用
」
を
税
務
署
へ

◎
申
告
書
の
控
除
関
係
欄
は
納
税
相
談
に
お
で
か
け

　
下
さ
る
前
に
で
き
る
限
り
記
入
し
て
下
さ
い

◎
源
泉
徴
収
票
や
一
契
約
の
払
込
生
命
県
険
料
が
九

　
千
円
以
上
の
も
の
及
び
損
害
保
険
料
等
の
「
証
明

、
書
」
は
必
ず
添
付
、
雑
損
控
除
、
医
療
費
控
除
の

　
適
用
を
う
け
る
方
も
明
細
書
の
添
付
を
忘
れ
な
い

　
で
下
さ
い
。

　
確
定
申
告
等
の
日
程
は

　
　
　
　
　
3
月
1
日
か
ら
3
月
1
5
日
ま
で

過
納
の
税
金
の
還
付
を
受
け
る
た
め
に
確
定
申
告
書

を
提
出
さ
れ
る
方
は
二
月
中
に
申
告
さ
れ
ま
す
と
税

金
も
早
く
還
付
さ
れ
ま
す

　
　
　
　
　
　
　
　
十
日
町
税
務
署

　
　
今
月
は
最
終
納
期
で
す

こ
と
し
か
ら
会
計
閉
さ
期
が
三
月
末
日
（
今
ま
で
五

月
三
十
一
日
に
な
り
ま
し
た
の
で
こ
と
し
も
完
納
へ

皆
さ
ま
の
ご
協
力
を
お
願
い
x
た
し
ま
す
（
市
税
務
課
）

た
ば
こ
は
市
内
で
買
い
ま
し
よ
う

売
上
げ
の
1
5
％
が
市
の
収
入
に
な
り

色
々
な
事
業
に
使
わ
れ
ま
す

一223


